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○ 持続可能な下水道事業の運営に向け、「経済・財政再生計画改革工程表2017改定版」（平成29年12月決定）
において、全ての都道府県における平成34年度までの「広域化・共同化計画」策定を目標として設定。

○ 都道府県に対して、関係4省(総務省、農水省、国交省、環境省)連名にて下記2点を要請（平成30年1月17日）。
・全ての都道府県における平成34年度までの「広域化・共同化計画」策定
・平成30年度早期の管内全市町村等が参加する検討体制構築

都道府県構想

●汚水処理の役割分担

●整備・運営管理手法を定めた整備計画

広域化・共同化計画

●連携項目（ハード・ソフト）/スケジュール等を記載

・長期的（２０～３０年）な整備・ 運営管理内容

・１０年概成アクションプラン

・短期的（５年程度）、中期的（10年程度）
な実施計画
・長期的な方針（20～30年）

【広域化・共同化計画の位置付け】

○ 都道府県構想を構成する「整備・運営管理手法を定めた
整備計画」の一部とする。
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【今後の支援】
○平成30年度予算において、計画策定から取組までを総合的に支援する
「下水道広域化推進総合事業」の創設。

○ 先行して計画策定に取り組む５県（秋田県、岩手県、静岡県、島根県、
熊本県）の検討成果を水平展開。

平成30年度予算より、
社交金交付要件に追加予定

（参考）「広域化・共同化計画」の策定要請 参考資料1
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○ 広域化・共同化計画には、広域化に関わる市町村や流域、連携項目（ハード・ソフト）、スケジュー
ル（短期、中期、長期）等を記載。

（参考） 「広域化・共同化計画」のイメージ


